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本人申立・親族申立であれば、書類作成をスムーズに行うことで場合によって３カ月程度で決まることもあります。
市⻑申立は⼾籍調査や親族調査等に時間を要するため時間がかかります。

 通常：６カ月
〜９カ月
緊急性高：
3カ月
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申立書類作成手伝い申立書類作成

支援者申立人

家庭裁判所面談家庭裁判所面談

弁護士等の専門職

市役所

申立までにかかる時間の目安

後見センターふえふき
家庭裁判所へ提出

面談日予約

支援者・後見センターふえふき・福祉総務課・本人

申立人
家庭裁判所へ提出

面談日予約

申立人・（本人）・（支援者）・(後見センターふえふき）

支援者 後見センターふえふき

後見センターふえふき
申立書類作成のアドバイス

（必要に応じて）

本人や親族が申立人に
なれる場合

本人は申立への理解ができず、
４親等以内の親族にも申立人に

なれる人がいない場合

支援者
成年後見にかかる調査票をある程度作成し
た上で後見センターふえふきに相談

権利擁護検討会に必
要な情報を集め調査
票を清書、後見セン

ターへ提出

権利擁護検討会にあ
げられる事例か検討
した上で、権利擁護

検討会の調整

支援者 後見センターふえふき

成年後見制度活用検討チェックリスト等を用いて成年後見制度の申立てが必要かどうか検討
本人や親族、支援者間で成年後見制度の利用が必要となった場合には申立人の検討

申立書類作成 申立書類作成

権利擁護検討会出席 権利擁護検討会開催

後見センターふえふき

⼾籍調査・
親族調査等

支援者


